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国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
け
る
幹
部
公
務
員
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
国
会
に
内
閣
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
け
る
新
た
な
幹
部
公
務
員
制
度

に
関
し
、
以
下
十
一
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

標
準
職
務
遂
行
能
力
の
審
査
で
は
、
対
象
者
の
人
物
そ
の
も
の
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
判
定
の
客
観
的

な
基
準
・
根
拠
の
内
容
を
う
か
が
う
。

二

標
準
職
務
遂
行
能
力
の
審
査
事
務
の
遂
行
体
制
を
具
体
的
に
う
か
が
う
。

三

実
質
的
に
、
審
議
官
ク
ラ
ス
以
上
の
「
標
準
職
務
遂
行
能
力
」
が
あ
る
か
否
か
の
審
査
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

対
象
者
が
あ
る
一
定
の
基
準
に
達
し
て
い
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
「
消
極
的
評
価
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る

が
、
い
か
が
か
。

四

審
査
が
過
度
に
事
務
量
や
コ
ス
ト
を
増
や
す
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

五

審
査
過
程
の
チ
ェ
ッ
ク
や
、
透
明
性
の
担
保
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

六

各
府
省
で
審
査
対
象
と
な
る
公
務
員
は
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
の
か
、
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
採
用
年
次
横
並
び

を
破
る
意
図
と
理
解
す
る
が
、
ど
の
程
度
の
弾
力
化
を
想
定
す
る
の
か
。

一



七

地
方
支
分
部
局
の
幹
部
は
制
度
か
ら
外
れ
る
訳
だ
が
、
制
度
の
運
用
上
、
不
都
合
は
生
じ
な
い
か
。
例
え
ば
、
審
議
官
か

ら
出
先
局
長
に
転
出
す
る
と
、
名
簿
か
ら
い
っ
た
ん
外
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
う
か
が
う
。

八

改
正
法
案
に
は
、
「
幹
部
職
の
職
務
明
細
書
」
や
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
「
人
事
に
関
す
る
情
報
の
管
理
」
の
規
定
が
な

い
が
、
審
査
事
務
遂
行
上
必
要
で
は
な
い
か
、
う
か
が
う
。

九

改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
六
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
「
幹
部
職
員
の
公
募
」
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
規
模
を
想
定

す
る
の
か
、
ま
た
、
公
募
に
適
す
る
職
と
し
て
想
定
さ
れ
る
例
に
つ
い
て
う
か
が
う
。

十

こ
の
後
、
審
議
予
定
の
「
政
治
主
導
法
案
」
で
は
、
内
閣
に
政
務
ス
タ
ッ
フ
を
設
け
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
と
公
募
制
度
は
両
立
さ
せ
る
の
か
、
う
か
が
う
。

十
一

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
第
六
条
第
三
項
で
は
、
「
幹
部
候
補
育
成
課
程
」
を
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
本
法
案
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
及
び
今
後
の
方
針
を
う
か
が
う
。

右
質
問
す
る
。

二


